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土
地
利
用
組
合
白
一
つ
の
型

第
四
十
七
巻

!¥. 

四
七
八

第
四
競

土
地
利
用
組
合
伝)

-つ

民〉

型

A 

木

之

芳

よ[jJ

農
地
は
農
業
生
産
の
蒸
礎
で
彰
り
、
農
民
生
紙
の
根
源
で
め
る
。
従
コ
で
農
地
の
川
羽
一
及
び
耕
作
松
況
の
如
何
は
、
援
業
生
産
及

び
農
民
生
滑
に
封
し
て
極
め
て
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
ナ
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
農
業
生
産
力
の
維
持
掠
充
と
農
民
生
前
の
安
定
と

を
期
す
る
た
め
に
は
、
農
地
の
所
有
及
び
耕
作
紙
況
に
劃
し
て
溜
切
た
る
調
整
を
加
へ
る
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。
政
府
に
於
て
も
斯

か
る
見
地
よ
り
し
て
、
先
般
の
第
七
十
=
一
議
舎
に
農
地
調
整
法
案
を
提
出
し
、
開
院
に
於
け
る
多
少
の
修
正
を
経
て
、

そ
の
成
立
を

見
る
に
至
っ
た
。
こ
の
農
地
調
整
法
の
資
施
に
必
要
友
る
農
地
調
整
法
施
行
令
、

布
せ
ら
叫
、
農
地
調
整
訟
は
愈
々
八
月
一
日
よ
り
施
行
せ
ら
れ
た
。

そ
の
他
の
関
係
法
規
も
去
る
七
月
二
十
九
日
に
公

と
の
農
地
調
整
法
案
の
第
四
僚
第
一
項
に
は
「
道
府
師
柄
、
市
町
村
其
ノ
他
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
閤
樫
ガ
農
村
ノ
粧
済
更
生
ノ
震
命

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

令
ノ
定
ム
ル
則
一
一
依
リ
自
作
農
創
設
維
持
又
ハ
農
地
ノ
貸
付
ノ
事
業
ヲ
行
フ
揚
合
=
於
テ
之
=
一
安
ス
ル
土
地
ヲ
取
得
シ
又
ハ
使
用
ス

ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
行
政
官
脱
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
土
地
ノ
所
有
者
共
ノ
他
之
-
一
関
シ
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
針
シ
土
地
ノ
譲
渡
又
ハ
使

用
牧
谷
ノ
権
利
ノ
設
定
若
ハ
譲
波
-
一
闘
ス
ル
協
議
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
衆
議
院
に
於
て
、
「
叉
ハ
農
地

ノ
貸
付
ノ
事
業
ヲ
行
7

揚
合
一
一
於
テ
之
」
た
る
部
分
が
修
正
削
除
せ
ら
れ
た
。

農地調整法施行規則、自作地主計己令、致録税法地行規則中改正さ宇であ品。



併
し
此
等
の
圏
韓
た
る
道
府
間
相
、
市
町
村
、
空
業
組
合
又
は
農
事
責
行
組
合
が
、
不
在
地
主
の
土
地
袋
併
立
に
村
外
へ
の
耕
地
所

有
の
涜
出
を
防
止
す
る
た
め
、

一
時
土
地
を
取
得
し
て
、
「
貸
付
の
事
業
を
行
ふ
一
て
、
自
作
農
創
試
維
持
に
備
へ
る
こ
と
が
極
め
て

必
要
で
あ
る
。
蓋
し
窮
乏
に
瀕
し
た
自
作
農
が
手
離
す
農
地
に
し
て
、
村
川
げ
の
農
業
者
以
外
の
人
々
に
渡
る
質
例
が
極
め
て
多
い
か

ら
で
あ
る
。

秋
田
膜
下
の
稲
作
地
帯
に
於
げ
る
耕
地
の
農
村
逃
散
に
調
ナ
る
一
調
査
契
料
に
も
、

「
破
局
農
家
の
喪
失
す
る
耕
地
の
所
有
権
は
、
大
方
は
町
場

在
住
の
金
油
業
者
、
浪
仔
、
問
屋
竿
々
へ
案
件
さ
れ
て
行
き
、
従
っ
て
農
村
に
ほ
北
円
な
が
ら
の
川
畑
が
現
存
し
て
も
、
其
の
貨
質
的
な
存
在
は
農
村

か
ら
都
市
へ
、
町
場
へ
』
波
紋
し
つ

L

あ
る
。
」
{
摂
済
的
破
綻
の
結
果
、
問
地
の
膏
却
を
間
保
な
(
左
札
2
d

農
家
に
は
、
耕
地
の
買
手
が
斯
る
自
作

地
柄
張
日
企
団
十
占
。
山
門
屯
り
ど
は
工
り
な
い
。
で
L

二
滑
5
農
友
之
宮
却
ず
い
作
沈
日
コ
つ
闘
u
M
の
古
川
値
目
、
取
引
さ
れ
る
と
し
て
も
、
伐
め
に
土

地
を
離
れ
ね
ば
な
ら
ね
3

と
す
れ
ば
、
事
ろ
:
・
:
・
安
値
引
一
も
永
久
に
小
作
の
出
来
る
貿
手
を
探
さ
ね
ば
な
ロ
な
い
。
か
L
n
b
開
係
で
町
場
白
人
に
買

手
を
求
め
る
こ
と
が
得
策
と
な
勺
て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

か
t
h

る
理
由
か
ら
耕
地
所
有
が
都
曾
へ
流
出
す
る
こ
と
也
、
な
る
の
は
、

ひ
と
り
秋
田
腕
の
み
に
限
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

か
、
る
揚

合
、
上
浦
一
一
の
諸
閣
慌
が
公
正
な
る
慎
格
を
以
て
窮
乏
に
楓
せ
る
自
作
農
か
ら
一
時
そ
の
耕
地
を
締
入
し
、
閤
嘘
が
所
有
す
る
こ
と
L

た
っ
た
耕
地
は
、

そ
の
ま
三
疋
の
自
作
農
に
公
正
な
る
小
作
料
を
以
て
小
作
せ
し
め
る
コ
而
し
て
耕
地
購
入
の
際
に
は
、
賂
来
、
購

入
債
格
を
以
て
者
民
主
た
る
一
五
の
自
作
農
が
民
間
内
し
得
る
や
う
契
約
を
な
し
置
き
、

そ
の
白
奮
に
よ
っ
て
再
び
元
の
自
作
農
忙
立
ち
戻

る
路
を
開
い
て
置
く
と
と
k
h

す
る
。
従
来
、

一
般
に
農
民
が
耕
地
を
購
入
す
る
の
と
、
そ
の
之
を
手
離
す
欣
況
と
を
観
察
す
る
に
、

農
民
が
耕
地
を
購
入
す
る
の
は
、
農
産
物
慎
格
が
土
井
し
、
そ
の
収
入
が
増
加
す
る
場
合
で
あ
り
、
従
っ
て
購
入
す
る
農
地
の
債
格

は
高
い
。
然
る
に
農
民
が
そ
の
所
有
す
る
林
地
を
手
織
す
の
は
、
農
産
物
債
格
が
暴
落
し
て
窮
乏
に
瀕
し
た
場
合
で
あ
り
、
従
っ
て

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
り
型

第
四
銃

第
四
十
七
巻

四
七
九

九

高野欽一氏、稲作地帯に硯る農村色、c!豊業と終日持、第3巻、第5競)、 96，98頁。2) 



土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

第
四
十
七
位
甘

四
八

O

第
四
翫

O 

賓
却
す
る
耕
地
の
債
格
は
甚
だ
低
い
。
さ
れ
ば
農
民
は
耕
地
を
高
く
買
っ
て
は
、

金
融
業
者
や
土
地
買
買
業
者
の
み
を
利
す
る
結
果
と
な
る
。
ま
た
村
の
不
耕
地
主
に
し
て
も
、

こ
れ
を
安
く
責
る
こ
と

L
左
り
、
斯
く
て
ひ
と
り

そ
れ
が
窮
乏
し
て
所
有
農
地
を
手
離

す
際
に
、

こ
れ
を
放
任
す
れ
ば
他
町
村
の
不
在
地
主
の
手
に
渡
る
こ
と
が
屡
K

あ
る
。

こ
の
揚
合
に
も
上
述
の
諸
圏
艦
が
一
時
そ
の

農
地
を
購
入
し
て
、
元
の
小
作
人
に
引
続
き
耕
作
せ
し
め
、
漸
次
と
れ
を
自
作
農
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
左
る
。

農
地
調
整
法
案
第
回
線
第
一
一
指
の
諸
問
憾
に
よ
る
「
農
地
の
貸
付
内
事
業
」
は
、
右
の
如
予
重
要
性
を
有
T
る
も
の
で
あ
と
。
有
馬
農
相
も
こ
の
勤

に
闘
し
て
「
開
酬
聞
が
土
軌
を
所
有
致
し
主
し
て
、
そ
れ
を
貸
付
門
主
す
と
と
じ
、
目
先
は
例
へ
ば
止
地
が
灯
へ
減
れ
出
る
の
を
効
「
同
時
台
と
か
、
攻
る

人
に
土
地
が
依
り
に
集
中
し
て
し
ま
ふ
こ
と
を
防
ケ
錦
に
、
そ
れ
を
買
取
る
場
合
と
か
1
1
l
そ
れ
は
決
し
て
闘
踏
が
小
作
ナ
る
の
を
奨
励
す
る
と
い

ふ
意
味
で
此
規
定
は
一
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
其
白
土
地
を
何
と
申
し
ま
す
か
、
便
宜
上
園
惜
が
持
ワ
て
、

一
時
的
に
そ
れ
を
小
作
せ

し
む
る
こ
と
は
あ
り
空
す
が
、
積
品
開
的
に
革
、
聞
し
て
閤
岨
EJmd

柏
村
市
小
津
山
の
土
地
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
小
作
す
る
と
一
五
ふ
宇
う
な
こ
と
を
奨
闘
す
る
考

4
 

を
持
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
宮
す
。
」
即
ち
此
毎
の
回
世
に
「
帰
来
永
遠
に
瓦
ワ
て
貸
付
事
業
を
行
は
せ
よ
う
と
一
首
ふ
の
で
は
な
い
。
自
作

一
り
の
貸
付
ま
軌
」
で
あ
る
と
叫
照
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
剖
ち
立
法
者
は
、
右
の
訪
問
棋
に
よ
る
「
酌
砂
川

農
た

b
し
む
る
椛
合
を
仲
せ
し
む
る
伐
の
、

、
、
、
、

貸
付
の
事
業
」
を
以
て
、
自
作
農
維
持
創
設
の
前
提
、
若
〈
ば
之
に
至
る
ま
で
の
過
程
的
事
業
主
考
へ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
拘
ら
や
、
衆
議
院
に
於
て
布
の
闇
惜
の
「
農
地
の
貸
付
の
事
業
」
た
る
部
分
が
修
正
削
除
せ
ら
れ
た
の
は
、
甚
だ
遺
憾
で
あ

る
。
併
し
農
村
の
賓
献
に
於
て
は
、

自
作
農
維
持
創
設
の
前
提
若
く
ぽ
過
程
事
業
と
し
て
、
周
憾
に
よ
る
農
地
の
購
入
並
に
そ
の
貸

付
の
必
妥
が
現
寅
に
起
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
若
干
の
産
業
組
合
に
於
て
、

土
地
利
用
事
業
の
形
式
に
よ
っ
て
、
自
作
農
紘

持
創
設
の
前
提
若
く
ば
之
に
一
主
る
ま
で
の
一
過
程
と
し
て
、
農
地
の
購
入
・
立
に
貸
付
事
業
を
行
っ
て
ゐ
る
事
責
に
徴
し
て
も
明
白
で

あ
る
。

拙稿、農地自治骨理論、(経済論叢、第46巻、帰z昔話)参照。
農地調整法案委員曾議録、第3岡、 8頁。
向上、第'3問、 7頁。
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ー
ー

現
在
の
我
固
に
於
け
る
産
業
組
合
組
織
に
よ
る
土
地
利
用
事
業
に
は
、
大
障
に
於
て
匝
別
さ
る
べ
き
三
つ
の
型
が
認
め
ら
れ
る
。

郎
ち
第
一
は
「
小
作
地
の
管
理
型
」
に
し
て
、
組
合
は
組
合
員
た
る
地
主
よ
り
共
の
所
有
す
芯
耕
地
を
管
現
す
る
委
託
を
受
け
、
組
合

は
更
に
共
の
管
理
す
る
耕
地
を
組
合
員
た
る
小
作
者
に
耕
作
利
用
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
「
部
落
共
有
地
の
管
理
型
」
に
し

て
、
従
来
部
落
の
共
有
又
は
鳩
有
で
あ
っ
た
農
地
の
所
有
世
に
そ
の
管
現
を
組
合
に
移
し
、
更
に
組
合
よ
り
組
合
員
た
る
部
落
民
に

之
を
耕
作
利
用
せ
し
め
る
も
の
で
る

u.
第
三
は
「
農
地
の
一
時
的
所
為
迎
」
に
し
て
、
組
合
員
た
る
地
主
又
は
自
作
農
の
窮
乏
若
く

4
L

一

日

E
f
C
1
3
、
市
民
止
且
日
こ
日
目

オ
ド
占
一

4
3
{
重一王一

l
昨

l

そ
の
所
有
地
h
f

一
時
組
合
は
昨
入
L
て、

村
外
へ
の
流
山
を
防
止
し

こ
れ
を
允
の
小
作
者
又

は
自
作
者
に
耕
作
利
用
せ
し
め
、

そ
の
経
拘
更
生
を
同
っ
て
徐
々
に
彼
等
を
自
作
農
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
蕊
に
問
題

と
す
る
の
は
、

こ
の
土
地
利
用
組
合
の
第
三
の
型
で
あ
る
。
勿
論
、

と
の
第
三
の
型
に
属
す
る
土
地
利
用
組
合
の
う
ち
に
は
、
組
合

員
の
負
債
整
理
の
結
果
と
し
て
四
・

五
反
乃
至

-
二
町
歩
の
捲
保
流
れ
の
土
地
を
持
つ
組
合
は
相
官
多
い
が
、
併
し
そ
の
所
有

地
の
管
理
技
に
自
作
農
地
化
に
閲
し
て
は
意
識
的
計
差
を
樹
立
す
る
も
の
が
少
な
い
か
ら
、

経
で
は
比
較
的
多
〈
の
農
地
を
所
有

し
、
そ
の
管
理
投
に
自
作
農
地
創
設
に
関
し
て
も
相
首
の
計
費
一
を
持
つ
左
記
の
二
十
二
組
合
を
選
ん
で
之
を
検
討
す
る
こ
と
、
ず

る
3 

先
づ
此
等
の
組
合
名
、
所
在
地
、
組
合
試
立
年
月
、

土
地
利
同
事
業
開
始
年
月
、
所
有
地
面
積
、
反
常
り
利
用
料
(
小
作
料
)
及
び

利
用
料
線
高
を
示
せ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

第

表

第
三
型
白
土
地
利
用
組
令

士
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
刻

第
四
十
七
巻

凶

，'-

第
四
競



一

空

↑

青

山
一
臨
本
別
信
俳
版
利
組
合
一
北
海
道
中
川
郡
本
別
町
一
大

河
一
時
常
盤
信
販
雌
利
組
合
一
青
森
照
南
津
鰹
郡
常
盤
村
百

一

(

一

一

一パナ一

f
z
t
f
一P

リ

t
l
h
F
L
o
t
-
-
‘

l
h

札

一
g
白
川
一
世
任
津
島

f
即
イ
不
肱
剥
合
一
利
日
開

4
科
目
郡
沖
院
し
間
町
一
共

同
一
時
価
里
見
士
地
協
同
位
批
判
組
合
秋
間
前
榊
卒
白
血
郡
里
見
村

川

一

時

間

窓

桑

信

勝

販

利

組

合

山

形

燃
i

西
置
賜
郡
蜜
桑
村

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
地

量R

合

名

(6 ) 

一

桂

成

田

信

販

勝

利

組

合

)
 

同

d(
 
韓

民

野

信

販

勝

利

組

合

(8 ) 

器
松
ケ
江
報
徳
信
購
一
腕
利
組
合

所ー

在

山
形
勝
西
置
賜
郡
長
井
村

一
司
一
語
際
司
曝
臨
幸
子
す

A
B
E
d
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(9 ) 

時

四

大

野

信

蝉

販

利

組

合

一
耐
島
蘇
相
馬
郡
大
野
村
一
明

茨
城
嚇
結
城
郡
四
期
間
村
一
明

千
葉
鯨
君
津
郡
山
服
根
材

(12) 

宜保
fUE 

}，~) 

Hj 
rz ，IJil 
n岸
干リ

事u
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1E 
l様

子f
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開
四
一
四
期
間
信
購
販
利
組
合

(11) 

一
山
崎
山
岡
根
村
信
販
肱
利
組
合

(13) 

刑

問

松

丘

信

販

購

利

組

合

(14) 

器

桐

山

信

勝

版

利

組

合

臨

時

荻

川

信

勝

販

利

組

合
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韓

三

水

村

信

販

燐

利

組

合

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

千
葉
懸
君
津
郡
松
丘
村

新
潟
腕
暗
中
蒲
原
郡
夜
川
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官
山
勝
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新
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郡
桐
山
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野
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上
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内
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一
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一
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水
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土
地
利
用
組
合
白
一
つ
の
型

(19) (18) (1 i) 

置保 責保 責保
任歯医 任記 怪童E

可 波河

也多内

伝空信
A-== 

J~年JlIi

J1ii JlI;[勝

手IJ 利利

組組組

合合合

肺 iîf~\ 阿

附 I而j 山

県 f ， 隣 l豚
糸来員
Å~j 島庇
郡君i 郡

可前河
也!京.内
村町村

大大大

(22) (20) 

師
団
大
浦
村
信
販
勝
利
組
合

佐
賀
鯨
藤
津
郡
大
浦
村

長
崎
勝
北
松
浦
郡
柏
木
村

宮
崎
鯨
宮
崎
郡
木
花
村
一
大 大

三 宝 口一
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(21) 

一
日
間
木
花
村
信
販
勝
利
組
合

玄玄
米:米
C二コ 』 ー

.石

宍宍! B 
， 

( 

時
間
柏
木
村
信
勝
販
利
組
合

...， 
-':-石
売

以
上
の
二
十
一
一
組
合
の
う
ち
十
六
組
合
ま
で
は
、
昭
和
に
入
り
て
土
地
利
用
事
業
を
開
始
し
た
も
の
で
、

農
業
恐
慌
に
よ
れ

J

て
窮
乏
に
額
し
た
自
作
表

か
の
昭
和
四
・
五
年
の

自
作
粂
小
作
農
又
は
地
主
の
土
地
を
一
時
組
合
に
引
受
け
た
も
の
で
る
る
c

以
下
、

此
等
組
合
の
土
地
利
肘
事
業
に
つ
い
て
更
に
詳
細
に
吟
味
し
よ
う
c



一ー一

(ー〉

土
地
利
用
事
業
開
始
の
動
機

土
地
利
刑
事
業
開
始
の
動
機
は
、

上
述
せ
る
所
に
よ
っ
て
略
々
明
ら
か
で
あ
る
が
、
個
々
の
組

合
に
つ
き
多
少
の
差
異
が
あ
る
か
ら
、

i韮且 i

口金 1~空

一一切表
( l ) (3 ) (4) (5) (6 ) 

今
少
し
く
詳
湘
に
述
べ
よ
う
。

土
地
利
用
事
業
開
始
の
動
機

土

事

業

手リ

開

始、

動

機

地

。

用

本
別
組
合
に
於
て
は
、
本
別
町
に
あ
る
勇
足
農
場
(
耕
地
九
四
六
町
七
反
、
牧
地
四
二

C
町
歩
)
が
昭
和
八
年
に
解
放
せ
ら
る

る
に
際
し
、
組
合
員
を
し
て
自
作
農
た
、
U
し
め
る
目
的
を
以
て
、
同
農
場
周
有
地
む
一
部

E
購
入
し
た
。
向
ほ
組
合
員
。
負

債
整
却
山
た
め
に
も
、
々
の
所
有
地
を
一
時
組
合
に
引
受
け
た
3

川
口
巾
怪
組
告
に
持
て
ほ
、
組
合
員
に
よ
元
山
仙
の
と
め
負
債
の
ι

恩
師
叫
に
叫
へ
山
れ
て
・
筒
催
者
た
る
銀
行
よ
り
礼
政
相
執
行
を
受

〈
る
者
、
己
む
な

f
先
視
体
来
の
岡
地
を
貰
出
ナ
者
、
灯
景
気
時
代
に
借
金
し
て
土
地
を
高
〈
買
っ
た
者
の
困
窮
年
が
積
問

し
、
農
地
の
移
動
は
昭
和
五
年
以
後
殊
に
甚
だ
し
〈
な
り
、
小
作
手
議
も
主
h
L

級
品
唱
を
来
し
た
か
ら
、
燥
地
の
他
村
へ
の
涜

出
を
防
止
す
る
た
め
土
地
利
用
事
業
を
起
し
た
。

本
姥
組
合
に
於
て
は
、
組
合
員
中
不
幸
に
し
て
所
有
地
を
貰
り
梯
は
ざ
る
を
得
な
い
悲
境
に
陥
る
者
あ
る
と
き
は
、

合
に
於
で
之
を
引
受
け
、
そ
の
家
政
の
整
理
を
侠
っ
て
、
之
を
買
戻
ナ
使
を
輿
へ
、
一
は
以
て
自
作
農
を
保
護
し
、

っ
て
土
地
余
併
の
弊
を
防
「
た
品
、
土
地
利
用
事
業
を
開
始
ナ
。

は時
以組

里
見
組
合
に
於
て
は
、
土
地
時
常
債
務
の
整
現
計
業
を
樹
立
し
、
村
内
士
地
の
他
町
村
移
動
を
防
止
し
、
不
在
地
主
の
所
有

土
地
を
還
元
し
、
自
作
農
の
維
持
創
定
、
農
業
将
替
の
改
毒
停
を
仔
ひ
、
以
て
土
地
利
用
便
値
の
向
上
を
圃

ιん
と
し
て
、

土
地
利
用
事
業
を
開
始
し
た
。

震
察
組
合
に
於
て
は
、
組
合
員
に
し
て
、
負
債
重
監
の
た
め
、
勤
鋭
そ
の
他
の
金
融
機
関
よ
り
強
制
執
行
を
受
け
た
る
も
の

L
所
有
地
を
組
合
に
引
受
け
、
そ
の
負
債
整
理
を
圃
る
た
め
、
土
地
利
用
事
業
を
開
始
し
た
。

成
問
組
合
に
於
て
も
、
勧
銀
が
強
制
執
行
を
申
請
せ
る
組
合
員
の
所
有
地
を
組
合
に
引
受
け
、

組
合
に
引
受
け
た
。

そ
の
他
揖
保
流
れ
の
土
地
を

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

第
四
十
七
容

四
八
五

第
四
競

五

一 一一一



土
地
利
用
組
合
の
一
つ
申
型

(8 ) (10) ( !) ) )
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(14) (13) (1:2) (10) (16) 

第
四
十
七
巻

第
四
競

ノ、

四
八
六

国
民
野
組
合
に
於
て
は
、
大
正
二
年
目
省
地
方
の
凶
作
と
米
繭
の
暴
落
に
よ
り
、
農
家
が
困
窮
し
、
負
債
整
理
上
己
む
を
得
ず

土
地
を
底
分
す
る
も
の
績
出
し
、
又
土
地
を
所
有
し
て
多
額
の
租
税
負
担
を
な
す
よ
り
も
小
作
人
と
な
っ
て
生
活
す
る
方
が

終
桝
上
主
し
と
の
路
市
古
り
、
間
一
一
反
仏
に
百
闘
内
外
に
て
仙
町
村
に
賀
却
す
る
も
の
帯
加
せ
る
を
以
て
、
他
町
村
へ
の
土

地
質
却
を
防
止
す
る
と
共
に
将
来
之
が
符
易
に
買
戻
を
な
し
得
る
方
法
を
講
ピ
、
以
て
自
作
農
維
持
を
園
、
U
う
と
し
て
土
地

利
用
車
業
を
開
始
し
た
。

松
ケ
江
報
徳
組
合
に
於
て
は
、
組
合
員
に
謝
す
る
組
合
の
権
保
、
貸
付
負
債
を
整
理
す
る
た
め
、
一
時
指
保
土
地
を
組
合
に

民
政
し
、
冗
の
所
有
者
に
利
用
せ
し
め
、
そ
の
経
抑
更
生
を
闘
っ
て
、
再
び
自
作
農
に
立
自
民
ら
す
た
め
土
地
利
用
事
業
を
開

ム
μ
ト'。

4
M《
』:

l
l
I
R
L
:

〉、

ブ
里
申
告
ー
が
て

tL

(8) 

問

。

両
県
閃
組
合
に
於
て
は
、
川
借
金
を
し
て
ゐ
る
組
合
員
の
土
地
を
組
合
が
引
受
け
、
今
迄
そ
の
組
合
員
が
負
躍
し
て
ゐ
た
借

金
、
税
金
、
交
際
費
等
の
重
荷
を
輯
〈
し
て
そ
の
更
生
を
闘
り
、
間
同
時
に
借
金
を
監
理
す
る
人
、
又
は
そ
の
入
品
、
b
土
地

を
借
り
て
ゐ
る
小
作
人
が
耕
地
を
失
は
な
い
宇
う
に
す
る
目
的
で
土
地
利
用
事
業
を
開
始
す
。

山
蹴
根
村
組
合
に
於
て
は
、
農
村
疲
弊
に
よ
り
村
内
の
土
地
が
他
町
村
民
の
所
有
と
な
る
こ
と
多
き
故
、

の
た
め
組
合
に
於
て
一
時
所
有
し
、
組
合
員
を
し
て
買
戻
さ
し
め
る
た
め
土
地
利
用
事
業
を
開
始
ナ
。

周
南
組
合
ル
於
て
も
叫
に
向
ピ
。

(
 

桜
丘
組
合
に
於
て
は
組
合
員
に
謝
ナ
る
組
合
の
貸
付
金
整
理
の
た
め
、
土
地
利
用
事
業
主
開
始
ナ
。

将
来
の
自
作
農
創
設

荻
川
組
合
に
於
て
は
、
村
内
の
一
地
主
が
家
計
の
必
要
上
そ
の
所
有
地
を
貰
却
せ
ん
と
す
る
に
際
し
、
寓
一
他
町
の
金
融
業

者
に
貰
渡
さ
れ
ん
か
、
小
作
人
は
生
活
の
脅
威
を
感
ず
る
を
以
て
、
一
は
小
作
者
を
保
護
し
、
一
は
土
地
粂
併
の
弊
を
防
戸
、

た
め
、
組
合
に
於
で
土
地
を
買
収
目
、
小
作
人
に
之
を
利
用
せ
し
め
、
将
来
そ
の
自
作
農
化
を
岡
る
で
つ
土
地
利
用
組
合
を

開
始
し
た
。

桐
山
組
合
に
於
て
は
、
昭
和
五
年
同
地
の
入
蕃
銀
行
が
破
産
に
槻
せ
る
を
以
て
、
同
行
に
謝
ナ
る
組
合
預
金
の
肩
代
り
と
し

て
銀
行
所
有
地
を
引
受
け
、
同
時
に
組
合
員
の
負
債
整
理
の
た
め
に
も
そ
の
土
地
を
引
受
け
た
。

三
水
村
組
合
に
於
で
ほ
、

の
経
済
夏
生
を
国
ワ
て
、

組
合
員
の
勧
銀
及
び
組
合
に
到
す
る
負
債
を
整
理
す
る
た
め
、
組
合
員
の
所
有
地
を
引
受
け
、
そ

再
び
一
冗
の
自
作
農
に
引
戻
す
た
め
、
土
地
刺
用
事
業
を
開
始
ナ
。



(17)盲(18) 

一 一一一
(19) (~1) (20) (2:l) 

河
内
組
合
に
於
て
も
組
合
員
の
負
債
整
理
由
た
め
、
そ
の
所
有
土
地
を
一
時
組
合
に
引
受
け
、
将
来
一
万
の
自
作
農
に
引
艮
す

た
め
土
地
利
用
事
業
を
開
始
す
。

波
多
江
組
合
に
於
て
は
、
負
債
の
重
摩
に
苦
し
む
組
合
員
よ
り
、
負
債
整
理
の
た
め
、
そ
の
所
有
地
を
組
合
に
一
時
引
受
け
、

そ
の
更
生
を
倹
っ
て
自
作
農
化
せ
ん
と
す
。
本
組
合
は
地
主
小
作
人
の
融
和
を
闘
る
た
め
、
第
一
型
の
土
地
利
用
事
業
を
も

行
ふ
。
そ
の
管
理
問
反
別
は
八
町
六
反
九
畝
二
ハ
歩
で
あ
る
。

可
也
組
合
に
於
て
は
負
債
を
被
っ
て
ゐ
る
組
合
員
の
土
地
を
一
時
組
合
に
質
上
げ
、
買
百
周
樫
を
輿
へ
て
、
崎
明
来
之
を
自
作
農

化
せ
し
め
ん
左
ナ
。

大
浦
村
組
合
に
於
て
も
刊
と
阿
ピ
。

(
 

楠
木
組
合
に
於
て
は
、
組
合
の
組
合
員
に
舟
ナ
る
負
債
を
撞
捜
す
る
た
め
、
又
他
の
金
融
業
者
自
ア
側
人
貸
金
業
者
に
よ
っ
で

組
合
員
の
所
有
地
が
弧
貸
せ
、
U

『

Q

L

の
を
防
止
す
る
た
め
、
組
合
が
一
時
そ
の
所
有
地
を
賀
川
帆
っ
て
、
負
債
整
哩
を
な

L
、

再
刊
日
一
光
の
自
作
肢
に
立
尽
さ
ん
に
ナ
。

木
花
村
組
合
に
於
て
も
農
村
疲
弊
救
済
の
目
的
を
以
て
可
組
合
員
の
不
動
産
が
他
に
競
買
せ
ら
る

L

の
を
防
止
す
る
た
め
、

一
時
組
合
の
所
有
と
し
て
、
他
日
之
を
自
作
農
地
化
ナ
る
た
め
、
土
地
利
用
事
業
を
開
始
す
。

要
す
る
に
此
種
の
土
地
利
用
組
合
に
於
て
は
、
組
合
員
K
し
て
不
幸
そ
の
所
有
地
を
賀
り
燐
は
ざ
る
を
得
な
い
悲
境
に
陥
る
も
の

あ
る
と
き
は
、

一
時
組
合
に
於
て
共
の
所
有
地
を
買
取
り
、
共
の
農
地
の
耕
作
は
之
を
継
続
せ
し
め
て
共
の
生
祈
を
保
障
し
、
家
政

あ
る
。

の
整
理
を
侠
っ
て
、
之
を
買
戻
す
使
宜
を
興
へ
、
以
て
自
作
農
を
保
護
す
る
と
共
に
、
土
地
所
有
の
粂
併
を
防
が
ん
と
す
る
も
の
で

回
一
農
地
の
購
入
債
格
及
び
利
用
料

組
合
の
自
己
資
金
若
く
ば
信
用
組
合
聯
合
入
管
又
は
産
業
組
合
中
央
金
庫
よ
り
の
借
入
金
を
以
て
す
る
か
ら
、
後
り
に
高
慣
に
農
地
を

組
合
が
組
合
員
た
る
地
主
又
は
自
作
農
よ
り
農
地
を
購
入
す
る
に
裂
す
る
資
金
付
、

般
に

購
入
す
る
と
き
は
、
利
用
料
を
引
上
ぐ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
借
入
金
の
償
還
が
困
難
と
な
り
、
且
つ
寅
却
者
の
農
地
買
戻
し
も
困
難

土
地
利
用
組
合
白
一
つ
の
型

第
四
十
七
巻

四
八
七

第
四
畿

七



第
四
+
七
巻

丹、

四
八
八

第
四
披

土
地
利
用
組
合
D

一
つ
の
型

左
に
各
組
合
の
農
地
購
入
債
格

と
友
る
を
以
て
、
農
地
の
購
入
債
格
は
利
用
料
を
参
酌
し
て
之
を
遁
営
の
高
さ
に
決
定
し
て
ゐ
る
。

祉
に
牧
穫
高
に
針
ナ
る
利
用
料
(
小
作
料
)
の
割
合
を
一
不
を
う
。

第

表

)
 

1
 

(
 

(' 2) (3) (4 ) (7)(6)(5) ( 8 ) 

土
地
購
入
債
格
及
び
利
用
料
(
小
作
料
)

土

購

手干

入

格

及

和J

地

f質

v' 

1司

本
別
組
合
に
於
て
は
腿
入
州
は
一
年
よ
り
十
一
等
主
で
十
一
級
に
分
ち
u

一
等
畑
町
民
常
り
小
作
料
は
大
豆
四
斗
二
升
、
地

借
は
間
九
悶
瓦
一
一
川
崎
、
十
一
年
は
夫
々
八
升
、
九
閲
二
一
一
一
銭
、
中
州
た
る
六
等
は
夫
々
二
斗
五
升
、
二
九
同
七
七
銭
と
す
。

大
一
品
石
川
円
寸
間
八
七
銭
J
す
れ
ば
、
六
位
干
の
小
作
料
会
は
二
回
七
二
銭
ー
と
な
町
、
地
院
は
そ
の
十
一
惜
弱
と
な
る
。

常
盤
組
合
に
於
て
は
、
水
岡
は
一
反
歩
三
五

O
固
乃
至
四
二

O
閣
、
畑
は
平
均
一
五

C
岡
に
て
購
入
す
。
水
間
の
平
均
小
作

料
は
一
石
二
斗
な
る
を
以
て
、
今
日
の
米
債
で
は
約
一
一
割
弱
の
利
砲
ξ
な
る
。
小
作
料
は
牧
穫
高
の
四
割
五
分
に
首
る
。

本
城
組
合
に
於
て
は
、
小
作
料
の
高
は
農
地
購
入
債
格
の
七
分
を
標
準
と
ナ
。
而
し
て
中
田
反
常
り
小
作
料
は
九
斗
に

L
で、

牧
穫
高
め
四
割
五
分
に
営
る
。
購
入
せ
る
水
回
の
平
均
債
格
は
一
一
反
歩
二
二

O
闘
で
あ
る
。

里
見
組
合
の
水
田
購
入
平
均
償
格
は
二
二
六
固
に
し
て
、
中
岡
小
作
料
は
九
斗
で
あ
る
。
町
し
て
小
作
料
は
牧
穫
高
の
四
割

五
分
に
常
る
。
本
組
合
で
は
平
年
牧
童
の
四
割
五
分
を
以
て
公
正
地
代
と
し
、
公

E
地
代
り
十
倍
に
相
首
寸
畠
米
穀
に
政
府

公
定
最
低
債
務
を
莱
ビ
た
る
金
額
を
以
て
標
準
地
債
と
す
。

蜜
桑
組
合
の
反
常
中
田
小
作
料
七
斗
九
升
は
牧
穫
高
の
四
割
九
分
に
営
主
C

成
用
組
合
の
反
常
中
田
小
作
料
一
石
一
斗
六
升
は
政
穫
高
の
四
割
六
分
に
獄
る
c

毘
一
野
組
合
に
於
て
は
、
上
回
一
反
歩
一
ニ

O
O園
以
内
、
中
間
二
五

O
闘
以
内
、
下
回
一
五

O
回
以
内
、
上
畑
一
反
歩
二

0
0

園
以
内
、
中
畑
一
回

O
国
以
内
、
下
畑
八

O
園
以
内
に
で
購
入
す
。
小
作
料
は
上
回
一
石
以
内
、
中
岡
八
斗
以
内
、
下
回
五

斗
以
内
、
上
畑
六
斗
以
内
、
中
畑
四
斗
以
内
、
下
畑
二
斗
五
升
以
内
と
す
。
中
間
八
斗
の
小
作
料
は
牧
雄
高
田
四
割
に
賞
品
。

小
作
料
は
買
入
債
格
の
六
分
を
標
準
と
す
。

松
ケ
江
報
徳
組
合
で
は
、
上
回
四

C
C園
以
内
、
中
国
=
一
二

O
園
以
内
、
下
回
二

C
C
同
以
内
、
上
州
二
五

O
圏
、

0
0圏
、
上
畑
一
五

O
園
以
内
に
て
購
入
す
。
中
四
九
斗
の
小
作
料
は
収
穫
高
の
約
四
割
五
分
に
常
る
。

中
世UI

一一一一



(10) )
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(12) (1日)(14) (17) (16) (15) (18) (20) (19) (21) (9 ) 

犬
野
組
合
に
於
て
は
、

4
4

同
一
一
民
歩
三
孟

O
圏
、
畑
二

C
C
圏
内
外
に
て
購
入
。

四
割
五
分
に
常
る
。

中
田
反
常
り
九
斗
の
小
作
料
は
牧
穫
高
の

西
嬰
同
組
合
で
は
、
平
均
水
周
一
反
歩
三
五

O
閥
、
畑
ニ
五

C
固
に
で
購
入
ナ
。

割
三
分
に
古
る
。

水
田
反
首
り
小
作
料
一
石
は
牧
穫
高
田
四

M
M
根
組
合
で
は
、
水
旧
一
一
反
歩
平
均
一
一
一

0
0岡
、
畑
一
一
二
五
闘
に
て
購
入
す
。
中
国
反
常
P
九
斗
の
小
作
料
は
牧
穫
高
の
四

割
五
分
に
常
る
。

周
南
組
合
の
水
田
一
反
歩
常
り
平
均
購
入
債
格
は
四
六

O
園、

穂
高
の
四
割
五
分
に
市
る
。

O
七
聞
に
し
て
、

畑
は

中
EII 

一
一
反
歩
一
石
の
小
作
料
は
収

松
正
組
合
で
は
・
4
同
一
一
反
歩
計
り
一
一
一

C
O回
乃
至
五

O
C
図
に
て
購
入
、
中
間
一
皮
常
り
小
作
料
一
石
二
斗
は
牧
穫
高
の
立

訓
に
泊
る
。

小
川
川
組
合
で
は
ポ
同
一
反
歩
一
一
一
一

O
闘
・
畑
一

0
0
聞
に
て
鱗
ス
、
ホ
問
反
常
日
リ
小
作
料
八
斗
は
牧
穂
高
の
一
一
一
割
一
一
一
分
に
詣

る
。
小
作
料
率
の
低
き
は
小
作
争
議
が
滋
甚
で
あ
っ
た
結
果
で
あ
る
。

桐
山
組
合
で
は
水
田
一
一
反
歩
賞
P
一一一一一

O
閣
に
て
購
入
、
中
田
反
常
P
小
作
料
は
牧
穫
高
の
四
割
七
分
に
営
る
。

三
水
組
合
で
は
水
田
一
一
反
歩
を
三

O
O囲
内
外
に
て
購
入
、
中
国
反
常
P
小
作
棋
一
石
五
斗
は
牧
穫
高
四
五
割
五
分
に
常
る
。

何
内
組
合
で
は
賃
貸
債
格
の
十
二
倍
乃
至
十
三
倍
の
債
格
に
て
購
入
ナ
、

買
収
穫
百
四
割
乃
至
五
割
と
ず
。

中
国
は
四
百
囲
内
外
で
あ
る
。

水
回
の
小
作
料
は

波
多
江
組
合
白
水
問
購
入
慣
格
は
平
均
反
常
り
一
二

O
五
岡
品
酷
で
あ
る
。
中
間
反
骨
周
り
八
斗
の
小
作
料
は
収
穫
高
の
四
割
強
に

治
る
。

可
也
組
合
の
水
回
購
入
債
格
は
一
反
歩
平
均
三
一

O
固
に
し
て
、
反
常
り
小
作
料
一
石
一
斗
は
牧
穫
高
の
四
割
八
分
に
常
る
。

大
浦
村
組
合
で
は
水
町
一
一
反
歩
平
均
四
百
一
一
一
十
周
位
に
て
購
入
す
。

常
る
。

中
国
民
常
り
一
石
二
斗
の
小
作
料
は
牧
穫
高
の
五
割
に

柏
木
組
合
で
は
中
同
一
一
一

0
0
図
乃
至
四

O
O
圏
、
上
畑
一
一
一

O
O関
、
下
畑
一
五

O
闘
程
度
に
で
購
入
す
。
小
作
料
は
地
債
の

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

第
四
+
七
巻

四
八
九

第
四
披

九



土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

第
四
十
七
巻

停
四
銃

四
九

O

四
O 

七
分
を
標
準
と
す
。
中
間
反
門
前

p
一
石
二
斗
の
小
作
料
は
牧
穫
高
の
五
割
に
常
る
。

(22) 

木
花
村
組
合
で
は
水
間
反
常
り
平
均
約
二

0
0問
、
畑
一
二

C
回
に
て
肱
入
、
中
田
反
常
り
小
作
料
一
石
は
牧
穫
高
の
豆
割

に
市
町
る
。

各
組
合
の
所
有
す
る
水
田
の
小
作
料
は
、
大
慨
に
於
て
収
穫
高
の
四
割
乃
至
五
割
と
友
っ
て
居
り
、

四
割
五
分
内
外
の
も
の
が
最

も
多
い
。

従
っ
て
会
開
平
均
の
小
作
料
よ
り
も
竣
分
低
い
。

そ
の
所
有
農
地
に
釘
し
て
儀
り
高
率
左

と
れ
は
産
業
組
合
の
性
賃
上

る
小
作
料
を
要
求
し
得
な
い
事
情
に
も
よ
る
も
の
一
で
め
ら
っ
。
併
し
産
業
組
合
と
離
も
五
分
乃
主
六
分
位
の
利
率
の
併
入
金
を
以
て
、

農
地
を
購
入
す
る
も
の
が
多
く
、

且
つ
地
租
そ
の
他
の
公
課
を
も
支
捌
は
ざ
る
を
相
何
十
、
従
っ
て
小
作
料
償
額
が
阿
見
上
地
債
の
七
八
刀

位
に
利
廻
ら
ざ
れ
ば
、
組
合
の
紋
損
と
な
る
か
ら
、
甚
だ
し
く
小
作
料
を
低
下
し
得
た
い
事
情
に
も
あ
る
。
ま
た
購
入
債
格
が
高
い

と
き
は
、
勢
ひ
小
作
料
を
も
高
く
保
た
ざ
る
を
得
友
い
か
ら
、
組
合
の
購
入
す
る
悶
畑
に
は
、
そ
の
債
格
に
一
定
の
限
度
を
設
け
て

ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
本
別
組
合
や
良
野
組
合
の
如
き
之
で
る
る
。

。

ま
た
常
盤
組
合
で
は
反
営
り
間
百
五
十
回
以
上
の
土
地
は
、
組
合

で
は
之
を
購
入
し
な
い
こ
と
‘
為
し
て
、
村
内
に
於
け
る
地
債
の
上
昇
を
防
ぎ
、
そ
の
公
正
化
を
闘
っ
て
ゐ
る
。

組
合
が
蹴
入
し
た
農
地
に
到
し
て
は
、
本
按
組
合
、
里
見
組
合
、
波
多
江
組
合
の
如
〈
、
小
作
料
を
改
定
す
る
も
の
も
あ
る
が
、

一
般
的
に
不
耕
地

主
白
土
地
を
貼
入
ナ
る
場
合
に
は
、
L

花
来
の
小
作
料
を
そ
の
ま
に
、
踏
襲
す
る
も
の
が
多
〈
、
自
作
農
地
を
隣
入
す
る
際
に
は
小
作
料
を
剰
に
決
定
す

る
こ
と
を
要
す
る
が
、
こ
の
際
に
は
世
間
一
般
よ
り
も
多
少
低
く
決
定
せ
ら
れ
る
揚
合
が
多
い
。
主
た
虞
野
組
合
で
は
、
組
合
の
土
地
利
用
者
奨
励

規
則
に
よ
り
、
水
聞
の
反
営
り
小
作
料
は
玄
米
一
石
以
内
、
畑
は
玄
米
六
斗
以
内
と
規
定
し
て
、
小
作
料
の
最
高
限
度
を
明
示
し
て
ゐ
る
。
里
見
組

合
で
も
業
務
細
則
に
よ
り
、
標
準
利
矧
料
半
は
平

4
牧
校
高
の
四
割
五
分
止
ナ
主
明
記
し
て
ゐ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

.

、

不
作
凶
作
の
際
に
は
一
般
に
小
作
料
の
減
免
が
行
は
れ
る
。
凶
作
の
際
に
は
、
小
作
人
が
刈
取
前
に
減
克
を
申
問
る
と
、
組
合
役
員
が
検
見
を
行

上州はる。。園中間は40。回以内、下問1，:3501国]:1.内、
下川は 100回以内とj-"

上問は一反歩450岡以内、
以内、中畑は 150図以内、

6) 



円
山
、
必
要
の
場
合
に
ほ
坪
刈
を
行
っ
て
、
減
免
歩
合
を
決
定
す
る
。
小
作
料
査
定
及
び
減
免
の
た
め
盟
見
組
合
で
は
特
別
に
査
定
委
員
舎
を
設
け
て

ゐ
る
。小

作
料
は
毎
年
十
二
月
廿
五
日
前
後
迄
に
組
合
山
一
農
業
倉
庫
に
持
参
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
こ
の
納
入
米
は
、
各
燃
の
生
産
米
検
査
合
格
の
神
祖

米
を
以
て
す
る
こ
と
込
し
、
之
に
到
し
そ
の
地
方
並
刀
奨
聞
米
を
交
付
し
、
標
準
以
上
の
上
等
品
を
納
付
し
た
る
と
き
は
、

一
定
の
格
差
米
を
交
付

し
、
不
合
格
米
E
納
入
し
た
る
と
き
は
一
定
の
割
場
金
を
徴
収
す
る
も
D

と
す
。

三
土
地
利
用
者
と
組
合
と
の
土
地
利
用
関
係

組
合
が
組
合
員
た
る
自
作
者
又
は
自
作
粂
小
作
者
よ
り
土
地
を
購
入
し
た
る
と
き

は
、
そ
の
頁
却
者
た
る
組
合
員
に
利
用
・
小
作
せ
し
u
b

、
組
合
が
地
主
の
土
地
を
買
取
り
た
る
と
き
は
、

そ
の
土
地
の
現
在
の
小
作

人
に
そ
の
依
利
用
・
小
作
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

I井
11' 
者?
に〉

を
i'fl 
1耳f
-すー

さ，

土
地
利
則
期
間
は
亡
一
ヶ
年

P
J
F
-
A
 

4
k
'ク
h
A
l

C
F
A
F
A
L
'
a
q
:
f
、ノ

一〉じ
J
1

争
点
吋
在
一
世
刊
と
μ
A
お

期
間
満
了
後
は
杓
方
の
合
万
そ
以
て
契
約
ザ
一
史

oo: 
，，-
)'-， ， 
~. 

新
ず
る
を
通
例
と
す
る
c

但
し
一
期
を
五
ヶ
年
と
す
る
組
合
が
最
も
多
い
。
併
し
組
合
に
よ
っ
て
は
利
用
期
聞
を
定
め
左
い
も
の
も

二
三
あ
り
、
ま
た
土
地
買
波
人
に
謝
す
る
買
戻
期
間
を
相
官
長
期
と
す
る
闘
係
上
、
利
刑
期
間
も
之
に
一
致
せ
し
め
て
長
期
と
す
る

組
合
も
あ
る
。
印
ち
長
野
組
合
で
は
利
用
期
間
を
二
十
ヶ
年
、
松
ケ
江
報
徳
組
合
で
は
十
五
ヶ
年
と
し
て
ゐ
る
c

組
合
に
於
て
は
、
そ
の
所
有
地
は
之
を
元
の
所
有
者
た
る
組
合
員
、
若
〈
ば
一
死
の
小
何
人
売
る
組
合
員
に
小
作
せ
し
め
、
絞
っ
て

そ
の
耕
作
地
の
耕
作
者
替
へ
、
老
く
ば
一
組
合
員
へ
の
耕
作
地
の
併
合
等
は
之
を
行
は
な
い
か
ら
、
組
合
所
有
地
の
利
用
は
組
合
員

聞
に
比
較
的
分
散
さ
れ
て
ゐ
る
。

乙
の
事
は
、
左
に
示
す
若
干
の
組
合
に
於
け
る
利
用
土
地
面
積
別
利
用
者
員
数
と
そ
の
綿
面
積
と

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

第
四
表

利
用
土
地
面
積
別
利
用
者
員
数
と
そ
の
線
商
積

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

第
四
十
七
巻

凶

ブU

第
四
銃

四

ホ花村組合では自作農より土地をl昨入したる主主ば、その更生を圃って、干ヰ
ひ7古の自作農に立Fきらすことをと建l前と 7るを以て、 それ以外の者にl士絶針に
その土地E小作せしめないとの趣旨より、庁、作期間在定めない。

7) 



土
地
利
用
組
合
の
一
つ
の
型

第
四
十
七
巻

走E

一

回

一

一

五

反

以

下

一

一

町

以

下

一

二

町

以

下

一

五

反

以

下

一

劉

瓦

正

一

耕

一

宮

一

積

一

割

一

線

面

積

一

耕

一

線

面

積

一

七

叫

二

君

主

主

盟

誠

一

日

一

三

刊

誌

生

一

M

主
主
一

四
へ
一
人
・
一
き
一
一
一
一
七
一
四
・
四
二
一
同
一
二
三
八
ニ
均
一
一
-
一
一
一
千
一
去
一
三
一

庄
一
三
山
一
一
午
八
一

1

・

1一
三
三
一
三
一
八
一
二
ニ
一
一
一
口
立

十
月
八

-
Z口
一

一

川

主

主

主

一

三

一

四

・

ニ

六

二

了

一
1

三

=

一

三

一

一

七

七

ヲ

一

空

二

一
四
九
一
二
五
・
完
七
回
・
き
一
軍
|
|
六
=
一
三
・
一
六
一
口

コ
占
一
回
・
1

一

=

一

ニ

・

五

六

一

八

四

一

回

・

八

五

一

七

βh  
日

名

防

本

城

組

合

-
m
w
強

震

組

合

一

向

良

野

組

合

一
的
松
ケ
江
報
徳
組
合

一

川

西

県

悶

組

合

-
V
M
ρ
 

一

一

印

刷

山

組

合

一

-

(

一

一
時
一
ニ
ホ
村
組
合
一

一

叫

木

花

村

組

合

一

{

(

 

四
六4

第
四
競

四

止問

一

町

以

下

一

二

町

以

下

一
一
蜘
一
線
面
積
-
一
一
蜘
一
総
面
積

川
町
長
砂
一
三

4

弓
コ
コ
ヨ
一
-
一

号

E
C
E
-
-

F
口
一
一
一
ヘ
一
ー
一

子

皇

|

一

五・さ↑
回・五日唱

立蹴ーゅ一

:ri:' ヨ工

主Z

1" 九 正

』

は
弊
害
を
生
ず
る
か
ら
、

か
〈
の
如
〈
組
合
の
所
有
地
は
組
合
員
間
に
相
常
分
散
的
に
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し
一
組
合
員
に
耕
地
の
利
用
が
儀
り
に
集
積
す
畠
と
き

に
よ
り
「
組
合
員
に
利
用
せ
し
む
べ
き
耕
地
は
一
町
歩
以
内
と
す
、

一
組
合
員
の
利
用
し
得
べ
き
耕
地
面
積
に
一
定
の
限
度
全
設
〈
る
も
の
も
あ
る
。
例
へ
ば
員
野
組
合
で
は
定
款
第
七
十
僚

但
し
特
別
白
事
由
あ
る
も
の
に
封
し
て
は
浬
京
舎
の
決
議
に
依
P
本
文
め
制
限

に
依
ら
ぎ
る
こ
と
を
得
」
と
規
定
し
、
成
田
組
合
で
は
土
地
利
用
規
程
第
一
線
に
よ
り
一
利
用
せ
し
む
べ
普
農
業
用
地
の
最
大
限
度

E
組
合
員
一
人

(
一
戸
を
通
じ
〉
に
付
五
反
歩
以
内
と
す
、
但
し
一
筆
の
農
業
用
地
に
し
て
五
反
歩
を
超
ゆ
る
も
の
及
び
買
戻
し
契
約
あ
る
も
の
は
此
の
限
に
あ
ら
ず
」

と
規
定
し
で
ゐ
る
。

組
合
の
所
有
と
な
っ
た
土
地
を
組
合
員
に
利
用
せ
し
め
る
揚
合
に
は
、
小
作
(
利
用
)
契
約
詮
書
を
と
る
こ
と
を
普
通
と
す
る
。

こ

の
詮
蓄
に
記
政
せ
ら
れ
る
事
項
は

必
や
し
も
一
定
せ
十
、
組
合
に
よ
り
詳
細
に
記
載
す
る
も
の
あ
り
、

ま
た
比
較
的
簡
単
た
る
も



の
も
あ
る
。

一
般
的
に
記
載
せ
ら
れ
る
事
項
は
、

ω小
作
期
閣
を
明
記
し
、
期
間
満
了
後
は
契
約
を
更
新
す
る
こ
と
、
間
利
用
地
は

組
合
の
承
諾
を
粧
や
し
て
他
人
に
利
用
せ
し
め
ざ
る
と
と
、
側
利
用
料
は
螺
穀
物
検
査
合
格
の
普
通
米
を
以
て
毎
年
十
三
月
二
十
五

目
前
後
迄
に
組
合
に
納
付
す
る
こ
と
、
ゆ
利
用
料
納
入
期
日
経
過
後
は
一
定
の
延
滞
料
を
支
梯
ふ
こ
と
、
間
災
害
に
よ
る
牧
穫
減
牧

の
場
合
に
は
協
定
の
上
小
作
料
を
減
免
す
る
こ
と
。
但
し
牧
穫
前
に
組
合
に
申
出
で
徐
見
を
受
け
る
こ
と
。
仰
向
ほ
組
合
に
よ
っ
て

は
、
左
の
揚
ム
口
に
は
小
作
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
も
の
も
あ
る
。
印
ち
(
イ
)
小
作
擁
を
他
に
譲
渡
し
又
は
賃
貸
し
た
る

(
ロ
)
組
合
の
農
業
奨
闘
を
遜
守
せ
や
、
耕
作
法
粗
雑
に
し
て
地
力
を
荒
庭
に
錫
せ
し
め
た
る
と
き
、
(
ハ
)
区
営
の
理
由
友
く

し
て
二
ヶ
年
引
続
き
利
用
料
の
納
入
を
怠
り
た
る
と
き
等
之
で
あ
る
。

内
川
ぽ
利
用
地
の
賀
民
し
そ
も
利
用
嬰
約
設
に
明
記
T
る
組
合
も
あ
る
。
即
ち
昆
野
組
合
で
ほ
「
利
用
地
を
賞
受
け
ん
と
ナ
る
時
は
矧
事
に
於
て
他

と寄」、に
廿
明
暗
闇
せ
さ
る
契
約
者
に
限
り
契
約
の
日
よ
り
渦
二
十
今
年
以
内
に
あ
H

て
は
買
受
常
時
の
倒
格
を
以
て
買
却
す
る
と
2
」

2
し
て
ゐ
る
。

小
作
契
約
謹
に
は
一
般
に
保
哲
人
を
必
要
と
ナ
る
が
、
西
嬰
同
組
合
で
は
保
護
人
を
と
ら
な
い
こ
と
L

し
ア
ゐ
号
。
産
業
組
合
で
は
組
合
員
た
る

利
用
者
の
人
格
、
信
用
紙
態
が
充
分
明
白
で
あ
る
か
ら
、
保
護
人
を
と
ら
な
い
こ
と
が
、
反
っ
て
利
用
者
自
身
の
道
義
的
責
任
必
を
高
め
る
も
の
で

は
な
い
か
ξ
考
へ

b
れ
る
。

四
組
合
所
有
地
の
費
戻
レ
、
地
に
自
作
農
地
の
創
設

組
合
が
自
作
也
氏
又
は
自
作
袋
小
作
農
か
ら
耕
地
を
購
入
し
た
る
と
き
は
、

そ
の
経
済
更
正
を
悶
っ
て
、
費
却
者
に
費
一
決
し
て
、

元
の
自
作
農
ヌ
は
自
作
粂
心
作
農
に
復
活
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
不
排

地
主
か
ら
耕
地
を
購
入
し
た
る
と
き
は
、
優
先
的
に
現
在
の
小
作
人
に
そ
の
排
地
を
資
却
し
て
白
作
定
地
の
創
設
を
閲
る
も
の
で
あ

る
。
斯
る
資
庚
は
一
般
に
組
合
へ
買
入
れ
た
る
原
債
を
以
て
す
る
つ
既
に
斯
か
る
耕
地
の
責
決
し
叉
は
自
作
農
地
の
創
設
を
在
し
た

組
合
、
設
に
そ
れ
に
閥
ず
る
方
針
を
事
ぐ
れ
ば
友
の
如
〈
で
る
る

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
D
型

第
四
十
七
巻

四
六4

第
四
披

四



土
地
利
用
組
合
白
一
ヲ
の
型

組

合
容
競

第
五
表

(1) (2:) )
 

、，B4q
 

(
 

( 7 ) (10) (1o) (13) (12) (11) 

第
四
十
七
位
官

四
九
四

第
四
銃

四
四

耕
地
の
賢
戻
し
又
は
自
作
農
地
の
創
設

耕

地

の

創

設

買

戻

し

又

は

自

作

農

地

反ぷ

本
別
組
合
に
於
て
は
昭
和
十
一
年
度
に
二
四
町
七
反
三
畝
ニ
四
歩
、

す
。

十
二
年
度
に
七

O
町
六
反
九
畝
七
歩
の
自
作
畑
を
創
設

常
穂
組
合
で
は
、
組
合
員
が
耕
地
を
買
戻
し
て
自
作
農
地
を
創
設
す

Z
際
に
は
、
一
世
部
小
作
料
よ
り
二
斗
両
者
反
訴
リ
一
石

四
斗
白
償
還
米
を
毎
年
納
付
せ
し
む
。
米
債
を
一
石
一
口

C
岡
と
す
れ
ば
、
四
二
園
の
金
額
と
な
る
c

と
れ
よ
り
二
十
四
ヶ
年

賦
償
法
金
二
四
間
二
地
債
を
四

C
O
固
と
す
〕
と
公
根
回
闘
と
を
技
除
す
れ
ば
、
一
間
聞
の
給
制
が
あ

ι。
こ
の
品
開
剰
を
組
令

で
積
・
4M
て
、
質
際
は
イ
五
ヶ
年
計
い
で
自
作
田
を
創
設
す
る
計
責
で
あ
る
。
既
に
五
町
七
反
七
畝
一
歩
の
自
作
田
を
創
設
す
。

本
山
明
組
合
で
は
自
作
農
創
設
の
た
め
組
合
よ
り
資
金
を
借
入
れ
た
る
も
の
を
以
で
、

入
問
に
つ
き
配
に
二
町
九
反
七
畝
二
八
歩
の
自
作
農
地
を
創
設
す
。

本
被
自
作
農
組
合
を
設
〈
。
組
合
白
勝

国
民
野
組
合
で
は
、
土
地
利
用
者
奨
陶
規
程
に
よ
り
、
自
作
農
維
持
の
目
的
を
以
で
利
用
料
納
付
り
際
利
用
料
一
家
に
付
玄
米

二
升
ヲ

L
支
出
せ
し
め
、
之
が
代
金
を
利
用
地
買
戻
し
の
某
金
据
世
貯
金
止
す
。
既
に
同
七
町
九
反
=
一
畝
一
一
歩
、
畑
一
町

四
反
一
畝
一
七
歩
、
宅
地
二
氏
三
畝
一
五
歩
の
買
戻
し
を
た
し
た
。
但
し
官
町
民
期
聞
は
之
を
二
十
今
年
止
す
。

西
豊
岡
組
合
ぞ
は
「
再
賓
買
珠
約
に
慕
〈
買
受
助
成
規
則
」
を
設
け
て
、
賀
民
人
は
毎
年
小
作
料
納
入
の
時
期
に
於
て
回
は
一

反
歩
に
付
き
文
米
一
ニ
斗
、
畑
は
一
反
歩
に
付
き
大
葬
七
斗
を
買
戻
積
立
金
と
し
て
組
合
に
預
納
ナ
る
こ
と
L

す
る
。
組
合
は

玄
米
は
一
月
末
日
、
大
寒
は
八
月
末
日
の
市
場
成
行
相
場
に
で
貰
却
換
金
し
積
立
金
と
し
て
受
入
れ
る
。
組
合
員
が
耕
地
を

買
戻
ナ
と
き
は
、
同
は
貰
債
の
七
分
引
、
畑
は
凶
分
引
在
す
る
。
但
し
十
ヶ
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
割
引
率
を
そ
れ
に
肱

ピ
て
減
ず
る
。
本
組
合
は
設
立
後
日
向
ほ
桟
き
た
め
買
一
侵
者
な
し
ο

制
撤
根
村
組
合
で
は
回
一
町
六
反
四
畝
二
六
歩
、
畑
七
反
一
畝
三
三
歩
を
自
作
地
と
し
て
買
戻
し
た
。

周
南
組
合
で
は
回
二
町
四
畝

一
歩
、
畑
六
反
四
畝
四
歩
、
宅
地
五

O
六
坪
を
買
戻
し
た
。

松
丘
組
合
で
は
岡
三
町
一
反
五
畝
二
八
歩
、
畑
五
反
九
畝
一

O
歩
、
山
林
一
一
一
一
町
六
反
七
畝
三
歩
を
買
戻
し
た
。

相
山
組
合
で
は
回
一

O
町
二
反
九
畝
三
歩
、
畑
六
畝
一
一
歩
を
買
戻
し
た
。



(16) (22) (20) (19) (17) 

三
水
村
組
合
で
は
同
二
町
一
二
反
二
畝
二
八
歩
、
畑
三
反
四
欽
一
九
歩
、
山
林
一
町
七
反
一
畝
一
六
歩
、
原
野
一
反
五
歩
、
宅

地
四
九
坪
を
買
戻
し
た
。

河
内
組
合
で
は
回
二
反
、
畑
一
一
民
を
買
戻
し
た
。

可
也
組
合
で
は
ニ
二
町
四
反
四
畝

O
七
歩
の
自
作
地
を
創
設
し
た
。

大
浦
村
組
合
で
は
同
六
反
歩
を
賓
戻
す
。

木
花
村
組
合
で
は
田
=
一
町
五
反
五
畝
一
九
歩
、
州
六
反
六
畝
二
二
歩
、
山
林
=
一
反
八
畝
歩
、
宅
地
四
三
二
坪
を
貰
戻
ず
。

何
れ
の
組
合
も
之
を
認
め
、

且
っ
と
の
際
に
は
・
自
作
田
畑
の
復
活
祉
に
創
設
に
優
先
械
を
典
へ
る
つ

組
合
員
の
農
地
質
戊
し
は
、

松
ケ
江
報
徳
組
合
及
び
問
明
正
問
組

ヨ
ー
、
二
月
同
1
7
-
司

U
;
-
I
一
立
ζ

y
一
十
月
1

4

J

工
、
明
、
、

E
H
μ
1
L
t
'
H
H
F
L可
、

l

高
t
J
J
ι

春
日
一
一
而

L
T
し
カ

民
一
肝
細
合
で
は
之
中
ゲ
二

4

十
ヶ
年
、

合
で
は
夫
々
十
五
ヶ
年
と
す
る
c

而
し
て
此
の
農
地
買
戊

L
P
契
約
誇
習
に
明
記
せ
る
は
、
良
野
組
合
と
岡
地
担
問
組
合
と
で
あ
る
仁

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

.. 

、

凶
幣
同
組
合
で
は
土
地
賃
借
詩
書
の
外
に
土
地
再
費
買
深
約
請
書
を
作
成
し
て
、

左
の
事
項
を
記
載
す
る
。

」
の
場
合
組
合
を
草
に
甲
主
稗
し
、

契
約
の
相
手
カ
た
る
土
地
賓
波
人
を
翠
に
乙
と
郁
す
。
卸
ち
山
川
土
地
買
買
の
日
よ
り
渦
十
五
年
内
に
限
り
乙
は
之
を
買
庚
し
得
る
。
側
聞
の
買
戻
し

倒
格
は
買
上
倒
怖
の
七
分
減
、

畑
は
凶
分
械
と
す
。
但
し
唱
に
賓
渡
し
た
る
後
十
ヶ
年
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

十
ヶ
年
を
十
割
と
し
、

以
下
之
に

準
に
で
有
の
減
倒
率
を
何
下
す
。
川
川
川
T

が
本
珠
約
期
間
中
に
木
町
児
約
の
土
地
所
有
権
を
火
ひ
漁
約
を
履
行
す
る
ご
』
能
は
ぎ
る
に
至
り
た
る
時
は

侭
し
飯
約
後
十
年
を
越
え
た
る
後
に
於
て
は
甲
の
自
由
怠

そ
の
事
由
が
巾
の
意
志
に
某
か
ざ
る
場
合
と
推
も
乙
に
損
害
を
肱
段
ナ
る
こ
と
を
延
す
、

士
山
に
よ
る
所
有
構
長
欠
の
場
合
に
の
み
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
と
す
。
山
河
深
約
期
間
中
次
の
事
向
あ
り
た
る
時
は
本
海
約
を
無
款
と
し
甲
は
環
約
に

よ
る
一
切
の
責
を
負
ふ
こ
止
が
な
い
。
ィ
小
作
料
未
納
白
剤
由
に
よ
っ
て
小
作
契
約
を
解
除
し
た
る
と
き
、
父
買
戻
し
を
な
さ
ん
と
す
る
常
時
に
小

(
 

)
 

作
料
の
未
納
あ
る
場
合
、
吋
土
地
牧
用
法
に
該
常
す
べ
き
事
情
に
よ
り
甲
が
本
理
約
の
土
地
所
有
権
を
火
ひ
た
る
場
合
、
い
乙
の
珠
約
に
よ
る
貰
買

(
 

)
 

完
結
の
申
込
が
単
に
土
地
債
格
の
騰
貴
差
径
を
得
る
目
的
に
出
で
た
る
も
の
と
甲
に
於
て
認
定
し
た
る
場
合
、

Z

乙
が
甲
の
承
認
を
得
る
事
な
〈
本

(
 

土
地
利
用
組
合
の
一
つ
白
塑

第
四
十
七
番

四
九
一
主

四
豆王

策
四
競



土
地
利
用
組
合
の
一
ワ
の
型

第
四
十
七
巻

第
四
畿

四
六

四
九
六

強
約
に
よ
る
権
利
を
第
三
者
に
譲
渡
せ
ん
と
し
た
Z
場
合
、
一
町
一
環
約
期
間
内
に
乙
に
於
て
賀
買
完
結
の
申
込
を
な
し
且
つ
代
金
の
支
排
を
な
さ
ざ
る

場
合
、
問
甲
が
致
約
後
土
地
の
改
良
の
信
的
費
用
を
支
出
し
た
る
時
は
乙
は
土
地
を
頁
受
〈
る
に
首
り
之
を
甲
に
償
還
す
べ
き
革
、
開
本
議
約
に
基

〈
権
利
義
務
は
相
続
に
よ
る
場
合
の
外
之
を
議
践
す
る
事
を
得
ざ
る
も
の
と
す
等
之
で
あ
る
。

向
ほ
組
合
員
が
組
合
か
ら
農
取
を
貝
沢
し
て
、
自
作
農
地
を
創
設
す
る
揚
ム
口
に
は
、
間
作
曲
長
創
設
維
持
楠
助
助
成
規
則
に
よ
っ
て

道
府
鯨
よ
り
低
利
資
金
ど
借
入
れ
る
伺
朝
合
が
多
い
。

m~ 

以
上
に
よ
っ
て
我
固
に
於
け
る
「
農
地
の
一
時
的
所
有
型
」
と
し
て
の
土
地
利
用
組
合
に
つ
い
て
概
説
し
た
。
見
方
に
よ
っ
て
は
此

の
種
の
土
地
利
用
組
合
は
、
銀
行
或
は
地
主
の
土
地
貰
り
逃
げ
を
助
け
て
、

地
主
に
な
り
代
っ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
又
組
合
自

身
の
貸
付
金
を
整
理
す
る
た
め
己
む
を
得
十
土
地
を
購
入
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
且
つ
之
に
よ
っ
て
組
合
資
金
を
回
定
化

せ
し
め
、

そ
の
組
合
経
営
を
不
安
友
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
批
難
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
地
方
、
不
幸
に
し
て
所
有
地
を
買

排
は
ざ
る
を
得
な
い
組
合
員
が
生
宇
る
と
き
は
、
組
合
は
一
時
そ
の
土
地
を
買
取
っ
て
そ
の
耕
作
権
を
保
護
し
、
そ
の
家
政
の
整
理

を
倹
っ
て
之
を
買
庚
せ
し
め
、

以
て
自
作
農
を
保
護
す
る
と
共
に
、

土
地
所
有
の
粂
併
を
も
防
止
し
、
村
外
へ
の
土
地
所
有
の
流
出

を
も
防
止
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
加
之
、
組
合
が
土
地
利
用
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
と
組
合
員
と
の
関
係
を
密
接

た
ら
し
め
、

ひ
い
て
四
種
事
業
の
設
展
を
も
促
す
も
の
で
あ
る
。

更
に
今
後
は
、
組
合
が
一
時
農
地
を
購
入
す
る
際
に
は
、
白
作
農
創
設
を
同
時
的
に
行
は
な
い
揚
ム
ロ
に
於
て
も
可
自
作
農
創
設
維

持
補
助
助
成
規
則
に
よ
っ
て
、
組
合
に
低
利
資
金
を
貸
付
し
得
る
迭
を
拓
き
、
以
て
組
合
の
利
子
負
播
を
低
く
し
、
之
に
よ
っ
て
組

従来は自作農創設維持補助規則によヮたものである。
勿論一定期間内に必ず自作農を創設すべきものとする c

8) 
9) 



合
所
有
地
の
小
作
料
を
低
下
し
て
之
を
公
正
化
ナ
る
こ
左
を
得
せ
し
め
、

乙
の
小
作
料
に
闘
す
る
組
合
の
翠
制
に
よ
っ
て
、
村
内
一

般
の
小
作
料
を
も
公
正
化
し
得
る
や
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

蓋
し
ヂ
イ
ド
の
一
式
ふ
如
く

産
業
組
合
の
使
命
が
公
疋
な
る
債
格

の
貧
現
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
公
正
友
る
小
作
料
の
賓
現
を
期
す
る
事
も
ま
た
産
業
組
合
の
一
使
命
で
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る。
か
〈
の
如
〈
産
業
組
合
が
農
地
の
貸
付
事
業
を
行
ふ
こ
と
は
、
農
村
経
済
更
五
の
た
め
に
も
桜
め
て
必
要
で
あ
る
か
ら
、

乙
の
貸

付
事
業
を
他
の
諸
閤
慌
に
も
認
め
た
る
農
地
調
整
法
案
第
四
僚
第
一
項
の
一
部
分
が
、
他
日
の
機
舎
に
於
て
農
地
調
整
法
第
四
僚
第

一
頃
中
に
泊
加
せ
ら
る
、
ゃ
う
切
山
五
せ
M
3
る
を
得
な
い
。

、
叶
d
1
M
J

p
w
w

言、

本
訓
査
を
た
ず
に
前
り
、
各
土
地
利
用
組
合
よ
り
制
査
資
料
を
寄
せ
ら
れ
、
日
つ

J

民
地
の
凋
在
に
前
り
多
大
の
便
生
i
y
一
興
へ
ら
れ
た
。

そ

D
厚
意
に
針
し
深
〈
感
謝
4
3
る
失
策
で
あ
る
。

土
地
利
用
組
合
の
一
ワ
の
塑

第
四
寸
七
位
甘

四
九
七

第
四
競

四
七


